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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドットパターンを形成した紙面に記入欄を設けて作成された書類に、ペン先周辺のドッ
トパターンを撮像するカメラを用いてペン先位置を検出する電子ペンを用いて手書きで記
入された情報から前記ドットパターンを利用して作成したペン先の軌跡からなる位置情報
として取得することで記入された情報を電子データとして処理する書類記入システムであ
って、
　書類毎に修正禁止領域を定義してある修正禁止領域情報ファイルを記憶する記憶装置と
、
　該書類のドットパターンを用いて検出される書類を識別する書類ＩＤに基づいて該書類
の修正禁止領域情報を該修正加筆禁止領域情報ファイルから取り出す処理装置と、
　該書類の修正禁止領域情報に基づいた該書類の修正禁止領域に、前記ドットパターンを
無効化する無効化パターンを印刷する印刷部とを、
含んで構成される電子ペンを利用した書類記入システム。
【請求項２】
　前記処理装置は、上記書類に設けられた書類ＩＤを検出するための欄の記入情報を前記
電子ペンより受信し、該記入情報より書類ＩＤを決定することを特徴とする請求項１記載
の電子ペンを利用した書類記入システム。
【請求項３】
　前記印刷部は、前記無効化パターンを印刷した時刻を前記処理装置に通知し、前記処理
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装置は前記無効化パターンの印刷が行われた書類と時刻とを対応付けて前記修正加筆禁止
領域情報ファイルに記憶させることを特徴とする請求項１記載の電子ペンを利用した書類
記入システム。
【請求項４】
　前記処理装置は、前記印刷部で前記無効化パターンを印刷した後に前記電子ペンから通
知された入力エラー情報に基づき、入力エラー時刻を記憶することを特徴とする請求項３
記載の電子ペンを利用した書類記入システム。
【請求項５】
　前記記憶装置は、印刷パターン種類と印刷色とを含む前記書類に対応する前記無効化パ
ターンの印刷に用いる属性情報を含む属性情報ファイルを記憶し、
　前記処理装置は、前記書類ＩＤに基づいて前記記憶装置から該書類に対応する前記無効
化パターンの印刷に用いる属性情報を検索し、
　前記印刷部は、前記検索された属性情報に基づいて前記無効化パターンの印刷を行うこ
とを特徴とした請求項１記載の電子ペンを利用した書類記入システム。
【請求項６】
　前記印刷部は、前記ドットパターンとは異なる色で前記無効化パターンを印刷すること
を特徴とする請求項１記載の電子ペンを利用した書類記入システム。
【請求項７】
　前記印刷部は、前記無効化パターンを印刷する際に、前記無効化パターンを印刷する領
域を強調する方式で印刷することを特徴とする請求項１記載の電子ペンを利用した書類記
入システム。
【請求項８】
　ドットパターンを形成した紙面に記入欄を設けて作成された書類に、ペン先周辺のドッ
トパターンを撮像するカメラを用いてペン先位置を検出する電子ペンを用いて手書きで記
入された情報から前記ドットパターンを利用して作成したペン先の軌跡からなる位置情報
として取得することで記入された情報を電子データとして処理する書類記入システムにお
ける書類修正禁止方法であって、
　前記書類の少なくとも一部を占める修正禁止領域に、前記ドットパターンを無効化する
無効化パターンを印刷することを特徴とする書類修正禁止方法。
【請求項９】
　前記書類記入システムは、前記書類と修正禁止領域とを対応させた修正禁止領域情報を
記憶する記憶装置を有し、
　該書類のドットパターンを用いて書類を識別する書類ＩＤを検出し、
　該書類ＩＤに基づいて前記修正禁止領域情報を検索して該書類の前記修正禁止領域を決
定することを特徴とする請求項８記載の書類修正禁止方法。
【請求項１０】
　前記書類に設けられた書類ＩＤを検出するためのドットパターンが印刷された欄に前記
電子ペンで記入することにより前記書類ＩＤを検出することを特徴とする請求項９記載の
書類修正禁止方法。
【請求項１１】
　前記書類に前記無効化パターンを印刷した時刻を検出し、該書類の書類ＩＤと該印刷時
刻とを対応付けて記憶することを特徴とする請求項９記載の書類修正禁止方法。
【請求項１２】
　前記無効化パターンの印刷時刻後に前記電子ペンから入力エラー情報の通知を受けた場
合に、該入力エラーの時刻を前記書類ＩＤと対応付けて記憶することを特徴とする請求項
１１記載の書類修正禁止方法。
【請求項１３】
　前記記憶装置に、前記書類ＩＤと対応させて、印刷パターン種類と印刷色とを含む前記
無効化パターンの印刷に用いる属性情報を記憶し、
　該属性情報を参照し、前記書類ＩＤに応じて前記無効化パターンを印刷することを特徴
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とする請求項９記載の書類修正禁止方法。
【請求項１４】
　前記ドットパターンとは異なる色で前記無効化パターンを印刷することを特徴とする請
求項８記載の書類修正禁止方法。
【請求項１５】
　前記無効化パターンを印刷する際に、前記無効化パターンを印刷する領域を強調する方
式で印刷することを特徴とする請求項８記載の書類修正禁止方法。
【請求項１６】
　書類ごとの修正禁止領域情報を保持する修正禁止領域情報ファイルを記憶する記憶装置
と、処理装置と、印刷部とを有し、ドットパターンを形成した紙面に記入欄を設けて作成
された書類に、ペン先周辺のドットパターンを撮像するカメラを用いてペン先位置を検出
する電子ペンを用いて手書きで記入された情報から前記ドットパターンを利用して作成し
たペン先の軌跡からなる位置情報として取得することで記入された情報を電子データとし
て処理する書類記入システムにおいて、
　前記処理装置により、前記書類のドットパターンを用いて検出される書類を識別する書
類ＩＤに基づいて、該書類の修正禁止領域情報を検索する第１のステップと、
　前記印刷部により、前記検索された該書類の修正禁止領域情報により特定される修正禁
止領域に、前記ドットパターンを無効化する無効化パターンを印刷する第２のステップと
を実行させることを特徴とする書類修正禁止プログラム。
【請求項１７】
　前記第１のステップは、上記書類に設けられた書類ＩＤを検出するためのドットパター
ンが印刷された欄の前記電子ペンでの記入により前記書類ＩＤを検出する第３のステップ
を有することを特徴とする請求項１６記載の書類修正禁止プログラム。
【請求項１８】
　前記第２のステップは、前記無効化パターンを印刷した時刻を、前記書類ＩＤと対応さ
せて記録する第４のステップを含むことを特徴とする請求項１６記載の書類修正禁止プロ
グラム。
【請求項１９】
　前記無効化パターンの印刷時刻後に前記電子ペンから入力エラー情報の通知を受けた場
合に、該入力エラーの時刻を前記書類ＩＤと対応付けて記憶する第５のステップを含むこ
とを特徴とする請求項１８記載の書類修正禁止プログラム。
【請求項２０】
　前記記憶装置は、前記書類ＩＤと対応させて、印刷パターン種類と印刷色とを含む前記
無効化パターンの印刷に用いる属性情報を記憶し、
　前記第１のステップは、前記書類ＩＤに対応する属性情報を検索し、
　前記第２のステップにおいて、該検索された属性情報に応じた前記無効化パターンを印
刷することを特徴とする請求項１６記載の書類修正禁止プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記載内容改ざん防止機能がついた電子ペンを利用した書類の記入システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、官公庁や、市役所、あるいは、企業などにおいて、文書管理や照会などを容易に
行うために申請書や回覧書などの書類の電子処理化が進められている。ここで書類に手書
きで記された情報を、即座に電子データ化する技術としては、国際公開第０１／４８５９
０号パンフレット（特許文献１）に記載されている技術により実現される電子ペンと、電
子処理用ペーパとがあげられる。
【０００３】
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　まず、電子処理用ペーパは、特殊なドットパターンが形成された紙面に、書類のフォー
マットが印刷されたものである（図８）。ドットパターンは、紙面を所定サイズの仮想的
な格子に区切って見た場合に、紙面上の位置を特定できるように各ドット８２を仮想的な
格子線の交点８１から所定の距離だけいずれかの方向にずらしてユニークに配列させたも
のであり、膨大な領域に形成されたドットパターンの一部が割り当てられたものである。
このドットを同時に複数個、例えば6×6の範囲で参照し、これら36個のドットの上下左右
のずれの値のユニークな組み合わせが、広大な平面領域内における絶対位置情報を与える
仕組みとなっている。また、電子ペンは、インクを紙面に定着させることで記入した文字
などを目視で確認できるペンと、紙面のドットパターンのみを読み取るカメラと、ペンに
作用する筆圧を検出する圧電素子と、カメラと圧電素子とから取得するデータを処理して
、文字などの軌跡についての座標データからなる位置情報を作成する画像処理装置と、位
置情報を一時的に蓄積しておくメモリと、位置情報を他の装置などに送信するための無線
伝送装置を備えている。
【０００４】
　電子処理用ペーパを用いた書類に電子ペンを使用して記入者（申請者）が必要事項を記
入すると、圧電素子が筆圧を検出するごとに、カメラで読み取ったドットパターンに基づ
いてペン先の位置情報を作成する。作成された位置情報は、メモリに蓄えられ、書類の記
入が終了したら、無線伝送装置から送信される。送信されたデータは、位置情報と書類の
フォーマットとを関連付ける解析処理装置において処理され、必要に応じて文字認識など
が行われた後に、電子化された書類となる。そして、一般の業務では、複数の担当者が上
記と同様な手順で電子処理用ペーパに、たとえば、照査、承認のサイン、補足説明などの
情報の追記を電子ペンで行なっていく。
【０００５】
【特許文献１】国際公開第０１／４８５９０号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このように追記や訂正を許容したシステムでは、初期に電子処理用ペー
パに記入された電子情報が、電子ペンの使用により故意あるいは事故により書き換えられ
る可能性があるという問題があった。記入欄毎に記入できる記入者や電子ペンＩＤ情報を
付加し、その情報を用いて改ざんを防止するシステムも考えられるが、このようにソフト
的な方策では悪意のあるハッカーやなりすましには無力である場合もある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記の問題を解決するために、電子ペンと電子処理用ペーパとを利用して行われる書類
記入システムにおいて、一旦記入された電子処理ペーパ内の追記や修正を禁止したい領域
に新たな微細パターンを印刷する手段を設ける。追記や修正を禁止したい領域の位置や大
きさの情報を書類ごとに書類フォーマット情報ファイルに定義しておき、その情報に基づ
いて印刷装置にて改ざん防止用微細パターンを印刷する。この印刷により、電子処理ペー
パ上の本来存在するドットパターンにさらに微細パターンが追加される。
【発明の効果】
【０００８】
　このように微細パターンが追加されると、電子ペン内のカメラでは読み取れないドット
パターンとなるため、ペン先の位置情報が検出できず入力エラーとなり、ペンで記入した
内容の電子データへの変換が根本的にできなくなる。これにより、記載情報の追加や修正
が原理的に不可能となる。なお、改ざん防止用微細パターンを印刷した後に、入力エラー
があった場合には、改ざんの試みがあった可能性があるためにその時刻を記憶しておくこ
ともできる。また、追記や修正を禁止した領域を明示的に知らせてユーザが視認できるよ
うにするために、追加微細パターンに明瞭な色をつけてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　本発明では、電子ペンを使用して書類を作成した後に、その電子処理用ペーパ上に電子
ペンによる追記や修正ができない領域を物理的に強制的に形成する目的を、改ざん防止用
微細パターンを印刷することで実現した。
【実施例１】
【００１０】
　本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。図１は本実施形態にお
ける電子ペンを利用した書類記入システムの全体構成を示す図である。図２は書類記入シ
ステムで使用される書類の構成の一例を示す図である。
【００１１】
　図１に示すように、書類記入システム１は、ユニークなドットパターンが印刷された電
子処理用ペーパとして機能する書類である申請書２と、申請書２に必要事項を記入する電
子ペン３と、電子ペン３で作成された位置情報を解析する解析装置である解析部４と、解
析に必要な書類フォーマットファイル４６や本発明にかかわる追記や修正を禁止したい領
域の位置情報が定義された修正禁止領域情報ファイル４７を記憶する記憶装置４２、およ
び、修正を禁止したい領域の位置情報に基づき付加的な微細パターンを印刷する出力装置
４４と、解析結果を利用して業務処理を行う業務処理部６とを含んで構成されている。解
析部４および業務処理部６は一つのコンピュータ端末装置内に設けられても良いし、解析
部４と、業務処理部６とが異なる二つのコンピュータ端末装置に設けられても良い。分割
して設けられる場合には、二つのコンピュータ端末装置はインターネットやＬＡＮ（Loca
l Area Network）などの通信網を介してデータの送受信が可能に配置される。
【００１２】
　図２に詳細に示した申請書２の一例では、紙面にドットパターン（一部のみ図示）２１
と、申請書２に必要な情報を書き込む第一記入欄２３、第二記入欄２４、第三記入欄２５
と、電子ペン３に蓄積されたペン先の軌跡からなる位置情報を解析部４に送信するための
送信許可ボックスである確認欄２６とを備えている。一般には、同一種申請書の各枚の紙
面にユニークなドットパターンを構成すれば、各枚ごとの自動識別が可能であるが、各枚
に同一ドットパターンを有する同一種申請書２の場合には、個々枚を識別するための書類
ＩＤボックス２２を配置してもよい。この紙面に印刷されているドットパターン２１は、
膨大な量のドットを配列させた全体ドットパターン２７の中から、一部の領域２７ａを申
請書２用に割り当てたものである。また、書類ＩＤボックス２２を設ける場合、そこに印
刷されているドットパターンは、書類ＩＤボックス２２用に領域２７ｂの各ドットパター
ンを申請書２のそれぞれの用紙毎に割り当てる。他の領域２７ｂとは、システム内で書類
の個々用紙を判定できるように特別に定義された領域である。
【００１３】
　図１に構成を示す電子ペン３は、申請書２に必要事項を記入するための筆記手段である
ペン３１と、申請書２に印刷されたドットパターンを読み取るカメラ３２と、記入時にペ
ン３１に作用する筆圧を検出する圧電素子３３と、カメラ３２と圧電素子３３からのデー
タとを処理して、文字などの軌跡についての座標データからなる位置情報を作成する処理
装置３４と、位置情報を一時的に蓄積しておくメモリ３５と、位置情報を他の装置などに
送信するための無線伝送装置３６と、後に詳細を説明する記入時に行われる判定の結果を
フィードバックして記入者に知らせるために用いられる通知装置３７とを備えている。無
線伝送装置３６の例としては、短距離無線伝送技術の一規格であるブルートゥース（Blue
tooth SIG Inc.の登録商標）の通信プロトコルに従い、所定の周波数帯域の電波を利用し
てデータを送受信する装置があげられるが、その他の無線技術や、無線ＬＡＮ、あるいは
、ＵＳＢ等の有線の通信技術の通信プロトコルに従ってデータを送受信する装置であって
も良い。また、処理装置３４には、電子ペン３ごとに割り当てられたユニークな識別情報
であるペンＩＤも記憶されている。
【００１４】
　通知手段３７は、その申請書２への記入時に入力エラーが生じた場合に、その旨を電子
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ペン３を振動させて、触覚により記入者に通知するための振動素子である。なお、通知手
段３７は、光の点灯、点滅などにより視覚を通じて知らせる発光素子や、音の発生により
聴覚を通じて記入者に知らせる音源など、記入者に判定結果を知らしめる手段であれば、
如何なる構成を有しても良い。本実施形態の電子ペン３は、このような通知手段３７を有
することで、入力エラーに対して速やかな対処が採れるように構成されている。
【００１５】
　処理装置３４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）や、ＲＯＭ（Read Only Memory
）、電気・電子回路などから構成されている。処理装置３４の機能としては、前記した位
置情報の管理と伝送、通知手段３６の稼動などがあげられる。位置情報の管理とは、圧電
素子３３とカメラ３２からの情報を受け取り位置情報を作成すると共に、メモリ３５への
書き込み・読み出しを行う処理である。位置情報の伝送とは、申請書２の送信許可ボック
スとして機能する書類ＩＤボックス２２あるいは送信欄２６のチェックを受けて、無線伝
送装置３６を制御して、解析部４にペンＩＤ、書類ＩＤおよび位置情報を伝送する処理で
ある。通知手段３７の稼動とは、解析部４がペンＩＤおよび位置情報に基づいて、許可さ
れていない欄への記入であるとか、正しい記入が行われていないと判定した場合に、その
旨の情報（以下、不可情報とする）を電子ペン３が解析部４から受信するので、不可情報
を取得した際に稼動させる処理である。
【００１６】
　図３にその詳細な構成を示すように、解析部４は、電子ペン３からの情報を受け取る通
信手段である通信制御装置４１と、書類フォーマット情報ファイル４６や修正禁止領域情
報ファイル４７、および、ドットパターン情報４８が蓄積されている記憶装置４２と、デ
ータ処理を行う処理装置４３と、追加微細パターン等を印刷する出力装置４４を少なくと
も有し、これにキーボードやマウスなどの入力装置４５を含んでも良い。通信制御装置４
１は、電子ペン３と直接にデータの授受を行うものであるが、電子ペン３との間に中継装
置を設け、中継装置と解析部４との間を有線の通信網を介して接続することも可能である
。その場合には、前記した無線伝送技術に則した通信制御装置４１の代わりに、通信網に
適合したプロトコルでデータの送受信をする通信制御装置が適用される。
【００１７】
　記憶装置４２は、ハードディスクドライブなどを含み、処理装置４３に展開・起動する
プログラムや、その他のデータを記憶することができる装置である。記憶装置４２に蓄積
された情報としては、書類ごとのフォーマット情報と書類とを関連付けるための書類フォ
ーマット情報ファイル４６とフォーマット内の修正を禁止したい領域の情報が格納された
修正禁止領域情報ファイル４７があげられる。また、図２に示してある各申請書のドット
パターン２１が全体ドットパターン２７のどこにあるかを対応付けた書類ＩＤ情報４８も
格納されている。
【００１８】
　図３に示す書類フォーマット情報ファイル４６には、ドットパターンと図２に示す申請
書２の各欄２２～２６とが対応付けて登録されている。この対応付けは、書類の種類毎に
それぞれ定義されている。
【００１９】
　修正禁止領域情報ファイル４７は、申請書２とフォーマット内の修正を禁止したい領域
とを関連付けるために用意されており、図４に示すような階層構造を有している。その第
一階層５１には、申請書２などのシステムで取り扱う書類全数が格納される書類数５１ａ
と、各書類ＩＤに対応した詳細な修正禁止領域の定義を行うデータ群のメモリ上の先頭ア
ドレスが格納された書類ポインタ（書類１ポインタ５１ｂ、書類２ポインタ５１ｃ・・・
）とを有している。この書類ポインタは、書類数５１ａで定義した数だけ作成されている
。
【００２０】
　第二階層５２は、書類ポインタに格納されたアドレスから開始され、書類ＩＤ５２ａと
その書類の修正禁止領域情報５２ｂ、領域属性情報５２ｃが定義されている。修正禁止領
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域５２ｂは、矩形の集まりでその範囲を表現されるのが一般的であるが、そのほか、領域
を規定できるものであればどのような表現でもよい。この領域に追加微細パターンが必要
に応じて印刷されることになる。修正禁止領域情報の他の表現方法としては、例えば、第
二階層５２にはその書類の書類フォーマットを示す情報を登録しておき、修正禁止領域を
定義する情報を書類フォーマット情報ファイル４６に含めておく方法もある。このように
して修正禁止領域を定義すれば、書類ＩＤを用いて第一階層を検索し、第二階層の書類フ
ォーマット情報を用いて書類フォーマット情報ファイル４６を検索することにより修正禁
止領域情報を入手することができる。領域属性情報５２ｃには、微細パターンの種類や印
刷色の属性が格納されている。また、それ以降には、付加情報を記憶するための付加情報
ポインタ５２ｄが設けられている。第三階層５３は、付加情報件数５３a、付加情報エリ
ア５３bが設けられている。これらの使い方は後述する。
【００２１】
　処理装置４３は、ＣＰＵ、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memo
ry）などから構成され、解析部４で行われる処理を統括的に制御する。処理装置４３で行
われる処理としては、ペン先の位置情報の受信や業務処理アプリケーションへのデータ送
信の機能の他、本実施形態に特有の機能として、修正禁止領域の判定と修正禁止領域への
追加微細パターン印刷指示６１、および、入力エラーの受信６２があげられる。修正禁止
領域の判定、修正禁止領域への追加微細パターン印刷指示６１、入力エラーの受信６２な
ど、本実施例のために処理装置４３、出力装置４４、業務処理部６等を制御するためのプ
ログラムは、記憶装置４２や、ＣＤ－ＲＯＭ等の媒体に記憶される。
【００２２】
　業務処理部６は、所定のアプリケーションにより申請書２の実際の処理を行う端末装置
であり、図示しない通信制御装置や、記憶装置、処理装置、および、ディスプレイを有す
る公知のコンピュータ装置である。ここでの業務処理の例としては、イメージデータの作
成により得られたイメージを利用したワークフロー、あるいは、イメージデータを文字認
識などして得られるテキストデータをハンドリングする処理があげられる。業務処理部の
構成および処理は、申請書２を電子データとして取得し、処理する他は公知のものである
ので、詳細な説明を省略する。
【００２３】
　次に、電子ペン３を利用した書類記入システム１で行われる処理について図５のフロー
チャート６１を主に参照しながら説明する。なお、以下においては、電子ペン３を用いて
図２に示す申請書２に記入された情報を処理していく場合を例として説明する。ステップ
Ｓ１では、図２に示す確認欄２６に電子ペン３によるチェックマークが記入されたことを
検出する。そして、電子ペン３のメモリ３５内に蓄積されていたペン先位置情報群が、通
信制御装置４１を介して処理装置４３に送られる。ステップＳ２においては、ペン先位置
情報群がドットパターン２７のどの部分かを判断することで、書類フォーマットファイル
４６と書類ＩＤ情報４８を元に、書類ＩＤを検出する。ステップＳ３では、この書類ＩＤ
を元にこの書類の修正禁止の領域情報を修正禁止領域情報ファイル４７内から検索する。
具体的には、図４に階層構造を示す修正禁止領域情報ファイル４７の第一階層５１から第
2階層の各書類ＩＤ毎の修正禁止領域等の情報を検索していき対応した書類ＩＤの修正禁
止領域と領域属性情報を得る。ステップＳ４では、これらの情報を解析部４内の出力装置
４４に転送する。出力装置４４では、申請書２の用紙がセットされるのを待ち受け、用紙
がセットされると申請書２内の対応する領域に領域属性情報で規定されている微細パター
ンを特定の色インクで印刷すると同時に印刷時刻を領域属性情報内の所定エリアに記憶し
ておく。
【００２４】
　以上の説明では、電子ペン３による確認チェックの入力をきっかけとして微細パターン
の印刷を行う例を説明した。この他にも、たとえば出力装置４４に書類ＩＤ等を判別する
機能を付加して、出力装置４４において印字判断を行う形態も考えられる。そのためには
、出力装置４４に書類ＩＤボックス２２のドットパターンや申請書の所定の位置に記入が



(8) JP 4385744 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

あるかどうかを読み取れる読取装置（カメラなど）を備えることが必要となる。上記図５
のステップＳ４において処理装置４３から出力装置４４に修正禁止領域情報等を転送する
際に書類ＩＤも併せて転送して出力装置４４に逐次蓄積しておく。書類が出力装置４４に
セットされると、出力装置２２は、書類ＩＤボックス２２のドットパターンを読取手段で
読み取り、そのドットパターンを用いて書類ＩＤを検出し、蓄積しておいた情報から修正
禁止領域情報を検索し、修正禁止領域に微細パターンを印刷する。このように出力装置に
おいて印刷判断ができるようにしておけば、大量の書類がある場合などに、各書類に電子
ペンで記入が行われたタイミングにかかわらず、複数の書類が溜まってからまとめて印刷
処理を行うという業務処理も可能になる。各書類について確認欄のチェック検出から微細
パターンの印刷までの処理が終了してから、次の書類の処理に移る、という方法に比べて
、一枚一枚書類を出力装置にセットしなくて済む分、高速に印刷できる可能性がある。
【００２５】
　さらにまた別の方法として、処理装置４３から出力装置４４に向けた修正禁止領域情報
の転送を省略する方法も考えられる。この方法では、出力装置４４は、用紙がセットされ
ると読取装置を用いて書類ＩＤボックス２２のドットパターンを読み取り、そのドットパ
ターンを用いて書類ＩＤまたは書類フォーマットを特定する。さらに読取手段を用いてそ
の書類フォーマットの中の修正禁止領域にすでに記載があることを確認したうえで修正禁
止領域に微細パターンの印刷を行う。書類ＩＤが判明している場合には、その書類ＩＤに
関連付けて印刷時刻を記憶する。この方法では、電子ペンによる電子情報入力に頼らずに
印刷判断を行うことが可能になる。印刷装置において書類を判別するための手段として、
書類に無線通信を行う小型チップを埋め込んでおき、印刷装置に小型チップのリーダーを
備えてもよい。
【００２６】
　図7は、第一記入欄２３が修正禁止である場合にそのエリアに微細パターンを印刷した
例である。この微細パターンは、電子ペン３のカメラ３２を用いて電子処理ペーパにもと
もと印刷されているドットパターンを判別することを阻害するようなパターンである。こ
のようにもともとのドットパターンを無効化させるパターンは、例えば、もともとのドッ
トパターンのドットと同程度の大きさおよび密度を持つドットの集合である。または、ド
ットの大きさをもともとのドットパターンよりも大きくしたり、ドットの密度をもともと
のドットパターンのよりも高くしてもよい。あるいは、電子ペン３で記入した事項を人間
の目で見て確認することができなくならない色で修正禁止領域を塗りつぶすようなもので
あってもよい。
【００２７】
　微細パターンを印刷するインクには、電子ペン３のカメラ３２を用いてもともとのドッ
トと同様に識別されるような材料を用いる。例えば、もともとのドットパターンが赤外光
を吸収するカーボンで印字されており、電子ペン３から照射される赤外光の反射をカメラ
３２で検出する方式であれば、赤外光を吸収するインクを用いて微細パターンを印刷する
とよい。または、カメラ３２でカラー画像を取得してＲＧＢ値で判断を行う場合であれば
類似する色調のインクを用いるとよい。また、色情報を利用せずにドットパターンを識別
するようなシステムであれば、もともとのドットパターンの色と修正禁止のために印刷す
る微細パターンの色とを異なる色にすると（例えば、もともとのドットパターンを黒、修
正禁止のために印刷する微細パターンを赤にする）、修正禁止加工が行われた領域を人間
の目で確認することができ、いたずらに無駄な（電子情報に反映されない）修正が加えら
れることをふせぐことができるなど、利便性が増す。または、微細パターンを印刷する際
に、印刷領域を太枠や異なる色の枠で印刷するなど強調する印刷パターンとしてもよい。
なお、領域属性情報で規定される微細パターン及びインクの色などは、書類ごとに定義せ
ずにフォーマットごとに規定したり、全書類共通のものとしてもよい。
【００２８】
　なお、このフローでは説明を省略したが、ステップＳ３において修正禁止の領域情報が
登録されていない場合には、該当申請書にはその領域がないと判断しステップＳ４をスキ
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ップする。また、修正禁止の領域情報が存在する場合には、モニター等に該当申請書を出
力装置４４にセットすることを使用者に指示することを前提としている。最後のステップ
Ｓ５では、ペン先位置情報群を業務処理部６に転送する。業務処理部６では、ペン先位置
情報群を用いて発生できる文字イメージや図形イメージを利用したワークフロー、あるい
は、文字イメージデータを文字認識などして得られるテキストデータをハンドリングする
処理がなされる。
【００２９】
　一方、電子ペン３が発する入力エラー（不可情報）を解析部４が受信した場合、たとえ
ば、図7の第一記入欄２３に加筆が試みられ、入力エラーが発生した場合、フロー６２に
示したように、フロー６１とほぼ同様な手順で書類ＩＤに対応した付加情報エリアに入力
エラーの発生時刻を記憶していく。このようにすることで、修正を試みた時に発せられる
入力エラー時刻をもれなく記憶することが可能となり、修正防止のための微細パターンを
印刷した時刻と比較することで、修正を試みたかどうかの分析が可能となる。
【００３０】
　微細パターンの印刷時刻以降の入力エラー回数や頻度を、書類ごと、書類フォーマット
ごと、記入欄ごと、電子ペンごとなどに集計して記憶装置４２に記憶し、業務処理部６な
どから参照できるようにする。また、入力エラー回数が予め設定された所定の回数を超え
た場合に業務処理部６や電子ペン３のアラーム音、アラーム表示、バイブレータなどの通
知装置によって警告するようにしてもよい。
【００３１】
　なお、本発明は前記の実施形態に限定されずに広く応用することが可能である。
【００３２】
　例えば、各申請書２において、書類ＩＤボックス２２は、送信欄２６と兼用させても良
い。微細パターンの印刷範囲は、上記のように書類ごと又は書類フォーマットごとに予め
定めておく以外で、決定してもよい。例えば、電子化された書類情報を表示画面に表示さ
せ、ユーザが表示画面中の修正を禁止したい領域を選択する入力を行い、選択された領域
を微細パターンの印刷範囲とする方法である。あるいは、ハンドヘルドの印刷装置で修正
を禁止したい領域に微細パターンを印刷してもよい。この場合には、ドットパターンの無
効化を行った範囲を記録しておくためには、電子ペン３または印刷装置に搭載されたカメ
ラ等で修正禁止範囲の周囲または四隅などの範囲を特定するために必要なポイント、およ
び書類ＩＤボックスのドットパターンを入力すれば、どの書類のどの範囲に微細パターン
の印刷を行ったかを判断し、記録しておくことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　以上説明したように、本発明によれば、加筆修正が行われる可能性のある電子ペンを用
いた書類であっても、正当な記入があった後に修正禁止領域に微細パターンを印刷するこ
とで、その後、電子ペンによって該当エリアに修正が加えられると入力エラーとなるので
、修正防止が不可欠な電子ペンを利用した窓口での申請書受付システムなどへの適用が可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態における記載内容改ざん防止機能つき電子ペン利用書類記入シ
ステムの全体構成を示す図である。
【図２】書類の構成の一例を示す図である。
【図３】解析部の構成を示すブロック図である。
【図４】修正禁止領域情報ファイルの構成を示す図である。
【図５】記載内容改ざん防止機能つき電子ペン利用書類記入システムにおける印刷処理を
示すフローチャートである。
【図６】記載内容改ざん防止機能つき電子ペン利用書類記入システムにおける入力エラー
時刻記憶処理を示すフローチャートである。
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【図７】書類の修正禁止領域に微細パターンを印刷した一例を示す図である。
【図８】電子処理用ペーパの仕組みを説明する図である。
【符号の説明】
【００３５】
１：書類記入システム、２：申請書（書類）、３：電子ペン、４：解析部、
２２：書類ＩＤボックス、２３，２４，２５：記入欄、２６：確認欄、２７：全体ドット
パターン、２７ａ，２７ｂ：申請書パターン、書類ＩＤボックスパターン、
３１：ペン、３２、カメラ、３３：圧電素子、３４：処理装置、３５：メモリ、３６：無
線伝送装置、３７：通知装置、
４１：通信制御装置、４２：記憶装置、４３：処理装置、４４：出力装置、４５：入力装
置、４６：書類フォーマットファイル、４７：修正禁止領域情報ファイル、４８：書類Ｉ
Ｄ情報、
５１：修正禁止領域情報ファイル４７の第一階層、５２：修正禁止領域情報ファイル４７
の第二階層、５３：修正禁止領域情報ファイル４７の第三階層、
６１：領域判定と印字指示フロー、６２入力エラー処理フロー、
８１：仮想的な格子線の交点、８２：ドット。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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